
大津市　組織・機構改革　《令和７年４月１日》 障害福祉課
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現　　　行 改　正　後 備　　　考

部の再編

福祉政策課 福祉政策課
福祉政策 福祉政策

地域福祉

福祉部 健康福祉部 ①

③

④

地域福祉

重層的支援推進室 重層的支援推進室

ふれあいセンター ふれあいセンター

福祉指導監査課 福祉指導監査課

長寿福祉課 課の移管及び室との統合
高齢企画

高齢福祉

地域包括 係の新設

介護・福祉施設課 課の移管及び名称変更
（健康保険部より移管）

施設管理

施設整備

介護・福祉人材確保対策室 室の移管及び名称変更

管理 障害企画 係の再編
事業所指定 認定審査

認定審査 障害福祉

介護予防 係の新設

認知症施策推進室 室の新設

地域包括支援センター

障害福祉課 障害福祉課

北部子ども療育センター センターの移管
（こども総合支援局へ移管）

東部子ども療育センター センターの移管

生活福祉課 生活福祉課

障害福祉 サービス支給 係の再編
やまびこ総合支援ｾﾝﾀｰ やまびこ総合支援センター センターの分割及び移管

保護第３ 保護第３

保護第４ 保護第４

保護第５ 保護第５

庶務 庶務

保護第１ 保護第１

保護第２ 保護第２

保育

家庭福祉 家庭福祉

認定こども園 認定こども園

青少年 施設

政策

こども未来部 ②

こども青少年 係の再編
施設 政策推進 係の再編

子ども・若者政策課 こども・若者政策課 課の名称変更

現　　　行 改　正　後

子ども未来局 局・部の再編

備　　　考

幼保支援課 幼保支援課
管理支援 管理支援

発達相談

子育て総合支援センター 子育てひろばゆめっこ センターの名称変更

児童館 児童館

保育幼稚園課 保育入所課 課の名称変更
利用者支援 入所 係の再編

係の廃止
保育 保育

幼児教育 幼児教育

保育所 保育所

児童クラブ課

管理 係制の導入

認可・給付 給付 係の再編

子ども家庭課 子育て支援給付課 課の名称変更
管理給付 管理給付

乳幼児保健

母子保健

やまびここども療育センター センターの名称変更
（福祉部より移管）

北部こども療育センター センターの名称変更

東部こども療育センター センターの名称変更

こども・子育て安心課 課の名称変更

こども家庭支援室

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

室の新設

母子保健課
（健康保険部より移管）

管理助成

こども総合支援局 局の再編

こどもの育ち支援課 課の新設

（健康保険部より移管） こども発達相談センター センターの名称変更

係制の導入

児童クラブ 児童クラブ

子ども・子育て安心課 （こども総合支援局へ移管） 課の移管及び名称変更

児童クラブ課
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資料１



障害福祉関連 令和 7 年度組織再編                大津市障害福祉課 
 
①② 
「部」の再編  
福祉部と健康保険部の再編を行い、「健康福祉部」と「こども未来部」へ 
③ 
障害福祉課と長寿施設課の事業所指定に関する業務等を「福祉指導監査課」へ移管 
④ 
障害福祉課から障害福祉サービス事業所等の施設整備と障害者福祉センターの管理業務を
「介護・福祉施設課」へ移管 
⑤ 
介護人材の確保・定着を促進するための施策を担う介護人材確保対策室を 「介護・福祉人材
確保対策室」とし、障害福祉分野の人材確保・定着の促進にも一体的に取り組む体制へ 
⑥⑦ 
・障害福祉課の「事業所指定係」を廃止 
・ 「管理係」を「障害企画係」に名称変更 
・虐待対応 ・権利擁護等の現業業務を行う「障害福祉係」を分割し、新たに障害福祉サービ

スの支給決定等の事務を担当する「サービス支給係」を設置し、新たな４係体制へ 
⑧ 
子育て支援、発達への支援、困難を抱える世帯への支援を、関係所属のより一層の連携のも
と、切れ目なく一体的に行うことができるよう、こども未来部内に「こども総合支援局」を
設置 
⑨ 
子どもの発達に関する相談・支援体制を総括する所属として、こども総合支援局内に「こど
もの育ち支援課」を新設 
⑩ 
健康福祉部で所管する 18 歳以上の障害福祉サービス部門は昨年度までと同様 「やまびこ総
合支援センター」として、こども未来部で所管する療育部門は「やまびここども療育センタ
ー」として再編 
 
（その他） 

令和７年度より本市初となる福祉職採用を開始しました。健康福祉部・こども未来部を主
なジョブローテンション先とする予定で、初年度の採用は３名、障害福祉課、長寿福祉課、
生活福祉課にそれぞれ配属しました。 


